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大田区勤労者共済（平成30年4月1日～）

平成30年度から大田区勤労者共済の給付金制度を改正します。祝金（結婚、出生、成人、銀婚、金婚）、祝品（入学、
継続）、見舞金、弔慰金の各種事由に関する内容と請求方法が変更になりますので、会員の皆様は本ガイドブック
をご確認のうえ、大切に保管してください。

あなたに何が起こりましたか ?
結  婚 出  生 入  学 入  院 死  亡 その他 P.2

平成30年3月31日以前は
旧制度です。
（P.3 注意事項）

1年を経過すると
請求権がなくなります。
（P.3 受給資格と請求期限）

入会日の4か月目から
請求できます。

（P.3 受給資格と請求期限）

P.3
受
取
方
法

P.3
受
取
方
法

（1）窓口受領
会員本人か代理人の
受取が可能です。

（2）振込受領
会員本人口座を指定して、
書類を郵送してください。

次の書類をご用意ください。

①給付金請求書
（P.4～5）

②必要書類
（P.2）

平成30年4月1日以降の
出来事ですか?

1年以内のことですか?

入会後、
3か月を経過していますか?

NO

NO

NO

給付金ガイドブック
2018

給付金ガイドブック
2018
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● 給付金の請求は、受給資格を得た日以降から退会するまでに発生した給付事由が対象です。
● 受給資格は、入会日から 4 か月目に発生します。
● 請求期限は、事由発生日から 1 年以内です。（金婚・銀婚含む）
   ※入学祝及び継続会員祝の請求期限は対象年度内です。
● 会員死亡の場合は死亡日が退会日となりますが、死亡日から 1 年以内に会員死亡弔慰金を請求すること
   ができます。

● 平成 30 年 3 月 31 日以前に発生した事由については従前の金額になります。旧請求書と旧必要書類で
   請求してください。特に、平成 30 年 3 月 31 日以前の金婚・銀婚については従前の金額となりますが、
   3年以内の事由であっても平成31年3月31日までの請求期限となります。 ※書式は平成29・30年度版
   ガイドブックあるいはウェブサイトのダウンロードから入手してください。
● 平成 30 年 4 月 1 日から給付金請求時に必要な謄本や証明書類は全てコピー可能です。
● 入会後の入院については、事由発生日は退院日となります。
● 入学祝（家族登録している場合）及び継続会員祝の対象の方には、4 月以降に事務所へお知らせをお送り
   します。

● 「給付金請求書」の書式は、本ガイドブック（P.4～5）をコピーしてご利用いただくか、当共済ウェブサイト
   でダウンロードすることができます。
● 「給付金請求書」に記入・捺印のうえ、必要書類（P.2 参照）を添付して、窓口または郵送にてご提出くだ
   さい。

（1）窓口受領
     ● 会員本人受取の場合▶給付金請求書（記入・捺印）と必要書類（P.2 参照）を持参のうえ、窓口におこ
                                                しください。 ※印鑑持参、会員証呈示
     ● 代 理 人 受 取 の 場 合▶委任状欄に会員本人が記入・捺印した給付金請求書と必要書類（P.2 参照）を持参
　　　　　　　　　　　 のうえ、窓口におこしください。 ※代理人の印鑑持参、会員証呈示
（2）振込受領

     ● 給付金請求書（記入・捺印）と必要書類（P.2参照）を郵送してください。 ※書類到着日が受付日となります。
     ● 会員本人の口座を指定してください。 ※会員死亡の場合は、請求者の指定口座のみの受取りになります。
     ● 振込手数料は当共済が負担します。

受給資格なし

受給資格の開始
4か月目

請求期限
1年以内

入会日

事由発生日

期限切れ給付請求期間給付請求期間

給付金品請求時に必要な書類給付金品
の種類 給　付　事　由 給付金額等

受給資格と請求期限給 付 金 一 覧

給付金請求書と請求方法

受 取 方 法

注 意 事 項

（公益財団法人大田区産業振興協会勤労者共済事業実施規程第 19 条関係  別表）

2 3
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     ● 会員本人の口座を指定してください。 ※会員死亡の場合は、請求者の指定口座のみの受取りになります。
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この用紙をコピーしてご利用ください この用紙をコピーしてご利用ください

表 裏
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Q 平成 30年 4月 1日に入会しました。その後、入院した場合に給付対象となりますか？

A 入会後の入院を前提に、退院日を事由発生日としてお考えください。今回の場合は、
平成 30 年 7月 1日以降の退院で、日数が 14 日以上であれば給付対象となります。

Q 平成 29年 12 月 1日で金婚を迎えました。給付金はどのように請求すればよいですか？

A 平成 30 年 3 月 31 日以前の金婚の場合、旧金額の給付金が受領できます。旧請求書とそれに書かれ
ている添付書類のご提出をお願いします。書式は平成 29・30 年度ガイドブックの巻末か当共済
ウェブサイトからダウンロードできます。なお、金婚・銀婚については、3年以内の事由であっても
平成 31 年 3月 31 日までの請求期限となりますので、お早めにご請求ください。

Q 平成 30年 4月に子供が小学校へ入学しました。入学祝金を振込みで請求できますか？

A 平成 30年度から入学祝品となります。振込みはできませんので、直接窓口へ受取りにいらしてくだ
さい。家族登録されている入学祝対象の方には、4月以降に事務所へお知らせをお送りいたします。
なお、継続祝に関しても同様にお知らせします。

Q&Aコーナー
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